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※相談支援事業所が見つからない場合や本人が希望する場合には、例外的に、
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•療育支援課にお電話ください。お話をうかがい、受給要件等を確認します。

•指定障害児相談支援事業者と契約を締結し、障害児支援利用計画案の作成を依
頼してください。

•指定障害児相談支援事業者が作成した障害児支援利用計画案を受け取ります。

•療育支援課へ計画案を提出すると同時に通所受給者証の申請を行います。
※電話連絡の上おこし下さい。３０分程度の聞き取りをさせていただきます

•療育支援課から通所受給者証を郵送します。

•障害児通所支援事業所と契約を締結し、サービス利用を開始してください。
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療育支援課にお電話ください。お話をうかがい、受給要件等を確認します。

指定障害児相談支援事業者と契約を締結し、障害児支援利用計画案の作成を依
頼してください。

指定障害児相談支援事業者が作成した障害児支援利用計画案を受け取ります。

療育支援課へ計画案を提出すると同時に通所受給者証の申請を行います。
電話連絡の上おこし下さい。３０分程度の聞き取りをさせていただきます

療育支援課から通所受給者証を郵送します。

障害児通所支援事業所と契約を締結し、サービス利用を開始してください。

 ⇒ 障害児通所支援利用の流れ

児童発達支援・放課後等デイサービス・保育
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電話連絡の上おこし下さい。３０分程度の聞き取りをさせていただきます

療育支援課から通所受給者証を郵送します。
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船橋市

〒273

電話 047

療育支援課にお電話ください。お話をうかがい、受給要件等を確認します。

指定障害児相談支援事業者と契約を締結し、障害児支援利用計画案の作成を依

指定障害児相談支援事業者が作成した障害児支援利用計画案を受け取ります。

療育支援課へ計画案を提出すると同時に通所受給者証の申請を行います。
電話連絡の上おこし下さい。３０分程度の聞き取りをさせていただきます

療育支援課から通所受給者証を郵送します。

障害児通所支援事業所と契約を締結し、サービス利用を開始してください。

療育支援課

障害児通所支援利用の流れ

・放課後等デイサービス・保育

ください。 

                   

相談支援事業所が見つからない場合や本人が希望する場合には、例外的に、

の代わりに、本人や家族等が作成するセルフプランを提出することができます

船橋市 子育て支援部

273-8501 

047-436-

療育支援課にお電話ください。お話をうかがい、受給要件等を確認します。

指定障害児相談支援事業者と契約を締結し、障害児支援利用計画案の作成を依

指定障害児相談支援事業者が作成した障害児支援利用計画案を受け取ります。

療育支援課へ計画案を提出すると同時に通所受給者証の申請を行います。
電話連絡の上おこし下さい。３０分程度の聞き取りをさせていただきます

療育支援課から通所受給者証を郵送します。※申請から約１週間後

障害児通所支援事業所と契約を締結し、サービス利用を開始してください。

療育支援課 

障害児通所支援利用の流れ 

・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援を利用したい
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を提出することができます

子育て支援部 療育支援課

 船橋市湊町

-2342  

療育支援課にお電話ください。お話をうかがい、受給要件等を確認します。

指定障害児相談支援事業者と契約を締結し、障害児支援利用計画案の作成を依

指定障害児相談支援事業者が作成した障害児支援利用計画案を受け取ります。

療育支援課へ計画案を提出すると同時に通所受給者証の申請を行います。
電話連絡の上おこし下さい。３０分程度の聞き取りをさせていただきます

申請から約１週間後

障害児通所支援事業所と契約を締結し、サービス利用を開始してください。

等訪問支援を利用したい

                     

相談支援事業所が見つからない場合や本人が希望する場合には、例外的に、障害児支援利用計画

を提出することができます。 

療育支援課 

船橋市湊町 2 丁目 10

 FAX047

療育支援課にお電話ください。お話をうかがい、受給要件等を確認します。

指定障害児相談支援事業者と契約を締結し、障害児支援利用計画案の作成を依

指定障害児相談支援事業者が作成した障害児支援利用計画案を受け取ります。

療育支援課へ計画案を提出すると同時に通所受給者証の申請を行います。
電話連絡の上おこし下さい。３０分程度の聞き取りをさせていただきます

申請から約１週間後

障害児通所支援事業所と契約を締結し、サービス利用を開始してください。

等訪問支援を利用したい

  

障害児支援利用計画
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FAX047-436-2549

療育支援課にお電話ください。お話をうかがい、受給要件等を確認します。

指定障害児相談支援事業者と契約を締結し、障害児支援利用計画案の作成を依

指定障害児相談支援事業者が作成した障害児支援利用計画案を受け取ります。

療育支援課へ計画案を提出すると同時に通所受給者証の申請を行います。
電話連絡の上おこし下さい。３０分程度の聞き取りをさせていただきます

障害児通所支援事業所と契約を締結し、サービス利用を開始してください。

等訪問支援を利用したい

 

障害児支援利用計画
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